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亀畑義彦：地方財政改革についての一考察

地方財政改革についての一考察

－－旭川市の場合－－
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第１章 外部経済と公共財

第２章 準公共財

第３章 団地開発

第４章

　

旭川市財政改革のための料金・価格モデル

結びにかえて－－選択の問題－－

第１章 外部経済と公共財

いま総費用をＫ，不変費用をＫ．＝β

　

比例的不変費用をＫ２＝ｋｘ， 不比例的可変費用をＫ３＝Ｋ３（ｘ）と

おくと， 総費用は

Ｋ＝Ｋ（ｘ）＝Ｋ，十Ｋ２十Ｋ３

＝β十ｋｘ十Ｋ３（ｘ） （１）
平均費用は第１式より

に
二
Ｋ（尤）＝且＋た＋

』皇室２
　

　　　　　　

　

　　　　　　

　

　　　　　　　　　

　
（２）

これを生産量について徴分すれば

黄（勢‐黄（テト論〔辱ギ〕

　　　　　　　　

（３）

今，この平均費用を第１図のＡＣ曲線のように図示しよう。ここのＯＢ区間は，短期的なスケール・メ

リットの点であり， これが成立するためには， 平均費用の１次微係数がゼロより小， すなわち

云（割－｛テー÷｝すくｏ ｑ′）

が成立することが必要である．そこで（１
′）式が

　　　

第１図

成立をるための条件を求めると，β

　

は常数である

　

ｃ。ｓｔ

　　　　　　　　　　

Ｍｃ

から， まぜ） は本来負である．従って（１
′）

ＡＣ
式が成立するためには， ま〔も 判≦ｏ

　

であ

るか又は

　

義 隆 誓〕＞ｏ

　

でぁっても，その絶

対値が 舌鰻） の絶対値よりも小であればょい・
かくて不比例的不変費用の平均費用が逓減的であ
る限り， スケール・メリットが作用するといって ｏ

　　　　　　

Ａ

　　　

Ｂ

　　　　　　

ｏｕｔ‐Ｐｕｔ

　　　　　　　　　　　　　　　　

ｌｌ
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もょいが，不変費用の存在にょってこの作用は－層強く働き，正の ま〔些 割 と論ぜ）の絶対値

とが等しくなることによって， スケール・メリットは作用しつくす． ここでＡＣ曲線の極小点と

ＭＣ（限界費用）曲線の極ノｉ＼点との関係を考ぇる．限界費用 （誉） を求めるために第１式を微分し

て，

第４式をさらにｘについて微分して

舌（帯）－ま〔等斧〕－ｏ

（４）

を満足する点においてＭＣ曲線は極小となる．

　

ここでは，産業の生産設備が一定であると仮定するから，個別的企業の費用は，ある点（
ＭＣ曲線

ではＡ点， ＡＣ曲線ではＢ点）を超えると増大する． しかし産業全体の需要が増大し， それに伴って

産業全体の生産量が増大するものと考えると， このことは競争による企業の参入と技術進歩とを意

味するから，限界費用を例にとれば，Ａ点は右下方に移動する（第２図
ＳＭＣ・……，ＳＭＣ３）．短期限

界費用がこのような変化をたどるということは， 短期平均費用もまた同じ動きをすることを意味し

ている（第２図ＳＡＣ．……ＳＡＣ３）．従って短期平均費用曲線の最底点を結んだ線（
ＬＡＣ）のうち，ＯＣま

でが外部経済でありＣ→＋の方向が外部不経済である．

　

このように外部経済は， もともとは個別企業による技術競争， 参入競争， その結集としての生産

払術の向上， 集団化， 都市交通や水道・電力の発達というように内部経済により導かれたものであ

り， その集積が外部経済効果である．

　

また外部不経済とは， 内部経済効果を超えて参入資本の過剰， 売場面積の過剰， 彪大な公害防止

設備の必要， 交通遅滞等によるコスト高等が作用する場合である．

　

以上のこのから外部経済効果ないしは外部不経済効果というものは， あくまでも内部経済の集積

であるということである． それにもかかわらず業者も行政も， そして市民までもが， 外部経済を
公

共財と混同させて， それらを同一物とみなしている． その結果， 外部経済ないしは外部経済効果に

あたる部分をすべて公共機関が負担すべきであるという考えを特っており， これは経済法則上から

も誤りであり， 従って税負担の公平の原理からも誤りである。

　

公共機関がすべて負担すべきものは， 公共財サービスに限られる． 公共財と外部経済とを区別す

る基準は， 前者が人間の生活権にかかわるもの（一般的には消費の集団性と排除不可能性という
２

つの条件を満たすもの）であり，市場メカニズムの作用からはずれるものを考えなければならない．

それ故， 公共財サービスの使用料は， 基本的には無料でなければならない． それに対して後者すな

わち外部不経済効果にあたるものは， 内部経済の延長上にあるものであるから， 企業努力のみに待

つべきものであり， これを行政投資に待つという考え方は経済法則を逸脱している．

　

外部経済を公共財とみなし， そのことが負担の公共をゆがめている具体例の１つは旭川市平和通

買物公園である，

　

旭川市平和通買物公園は， 市民の買物依存度の大きさという面からみると旭川市全区域の中での

積集合（共通集合ご第３図，ＡｎＢ，）とみなすことが出来る．このような場所が商業地区として栄え

ることは一般法則であろう． 旭川市の場合，ＡｎＢ地域（平和通買物公園）の発生は自然発
生的なも

のであった．その商店街がこれ迄順調な成長を示してきたが，成熟期において収益（
Ｅ）が思うよう

１２
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第２図

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＳＭＣ５ｓＭＣｆ

　

ｓＡＣヱＳＡＣ２ＳＭＣＢ

　

ＳＡＣ３

　

ＳＡＣ４

　　　　

ＳＭＣ２

Ａヱ

　　　　

２

　　　　　

ＳＭＣ４

　　　　　　　　　

ｑ

　　　　　　　　　

‐ｑｎ皿鵬抄 ＝ＡｎＢ

　　

Ａｚ

　　　　　　

：ＡＣ

　　　　　　　　

ＬＡＣ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ａ＝雨粉、神居、 神楽、 近文、 北Ａ＝雨粉、神居、 神楽、 近文、 北門、 大町、 旭町、 春光

Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、 春光台、 鷹栖、東鷹栖地区等

　　　　　　　　　　　　　　

Ｂ＝東光、 豊岡、 永山地区等

，．今， 市財政投資（ｍ） を増大させると当該者が考えるとすると

　

　

　

　

　　　　

嘉＞ｏ

湯 ｏ

しある点（ｎ）を超えると， ｍを増大させてもＥは増加しなくなるものとすれば，ｎ点からは

＝０となる。 また市財政投資がゼロでもｋなる収益があるものと考えると

　

Ｒ＝ｋ十αＥ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５）

なる． ただしα－ 蛋 ，ｎ点まではｏ＜α＜１，ｎ点を超えるに ０となる（第４図）・

今，商店街が収益の増大を目論んでｍの増大を市に要求するとすれば，その要求額は，０＜ｍ‐≦ｎで

ろう．それ故，これが実現されれば，０＜ｍ≦ｎのすべての値に対して
Ｅ（ｍ）が正であれば行政が市

に財政選択をさせない場合には， 財政支出はｎで均衡する．

次に， やはり市民に財政選択をさせないと仮定して， 市が最大の財政効果を求めて投資する場合

は，ｑなる範囲まで考えられるから，０≦ｍ≦ｑとなるであろう。 しかしこの場合にも，ｑなる制約

件をきめる情報はあいまいである。 それがあいまいなままにＡｎＢ地域にひとたびｑなる内部経済

への行政投資を許すとこれが他地域にも波及するばかりでなく， その絶対額も大きくなる傾向を

つ。 例えばＣ≦
Ａなる部分集合が新たなる市財政要求地域として現われてくる （第５図）。 具体的

は銀座通商店街がその１番手であり，この要求に対して行政は５，０００万円の財政投資を決定した。

第４図

第５図

Ｃ≦Ａ

　　　

◎
Ｃは銀」室通商店街

ａ

　　　　

ｎ

　　　　　　　　　　　　　　　　

ｍ
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たしかにＡｎＢないしはＣ≦Ａ地区への行政投

資はＡおよびＢ地区の購買力のみではなく， 第１

　　

第６図

次商圏 （Ｄ，） および第２次商圏といわれる地区の

　　　　　　　　　　　　　　

Ｄ２
購売力をも誘因する（第６図）．しかし行政のこの

　　　　　　　　　　　　　

Ｄｉ
考え方は， 公共財と外部経済との混同という誤り

　　　　　　

／ 会 Ｘ／
／÷、
＼

をおかしている．本来これは長期的には外部経済，

　　　　　

字

　

Ｂ ／

短期的には内部経済が作用することが本来の姿で

　　　　　　　

＼ し

　　

／

ある場所に公共財の考え方を持ち込み，その結果，
市場メカニズムを破壊するばかりか， 資源の最適

　　

ＤＦ第，次商圏

　

鷹栖町、東神楽町、東川町、美

　

町、
配分， 負担の公平をそこなうことになっている． 上川町、愛別町

従って行政は， まず最初に公共財とは何か， 外部

　

ＤＦ第２次商圏

　

和寒町、剣淵町、士別町、朝日町、市

経済とは何か， 住民参加とは何か， というこの初

　　　　

風連町、名寄市、上富良野町、中富良野町、芦別

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市、 赤平市、 深川市

歩的区別をはっきりと認識する必要がある．

　

さて以上のことから公共財と外部経済との相違をまとめると第１， 第２表のようになる．

第

　

２

　

表

第

　

１

　

表

外

　

部

　

経

　

済 内部経済を基礎としているもの

１、消費の集団性

２、排除不可能性
従って、企業の設備投資とみて
よい。
行政投資は原則として不必要

しかし、強力な行政指導が必要

（行政は金は出さないが口は出

せ）
市場メカニズムからははずれる

もの
産業用廃棄物処理
平和通再開発
銀座商店街再開発

公共財サービスの料金は原則と

して無料
みずほ商店街再開発

その他

第２章

　

準公共財

次に公共財の２つの条件が弱められるためにもかかわらず， その財のサービスを亨受する各
主に

とっては受益はないようなものを今， 準公共財と定義しよう， この場合はど
のような使用料が必要

であろうか． まずこの種のサービスの
提供を独占的企業にまかせるものとして考えてみよう．

今， 料金をＰ， 準公共財のサービスを
×，Ｄを需要，Ｋを費用として， 単純に

（６）

　　

Ｘ＝Ｄ（の

とおく． ここで利潤をＧで示すと

　　

Ｇ＝ＰＤ（Ｘ）－Ｋ（×）

極大条件を求めるために第７式をＸについて微分すると

１４
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　　　　　 　　冊｛－ｒＴェ 穿ーーーーー－Ｕ　　

　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　
　　　

　　　　　　　　　　

　　

　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　

限界収入

　　

限界費用

　　

　　

　　　　　　

　　

（８）

（８′）

個別需要の弾力性をりとおくと

　　　　　

　　 　

　

リニ ー．一

　　　　　

　　

　　

　
（９）

限界収入ＭＲは（８１），（９）式とから

ＭたＰ（・一身） （１０）

第１０式から，料金はあらゆる準公共財のサービスについて，限界収入よりも大きい．それ故，
ＭＲ曲

線は，個別需要曲線よりも下方に位置する．あわせて， 限界利潤ゼロの点において
ＭＲ＝ＭＣとなる

ゆえ， 第１０式より準公共財サービスの独占価格は

　　　　

　Ｐ ＝朋Ｃ・一

　　　　

カー １
（１１）

となる． 図示すると第７図の
Ｐ，がそれである． もし競争経済であれば価格は限界費用と等しくなる

からＰ－ＭＣは独占利潤である． それゆえ， 第１１式より

　　　

　
　　 　　

　

　

　

　

　　　　

刀
（１２）

となり，これを独占度とよび需要の弾力性りが ・さいほど独占利潤が大きいことを示している．ここ

で独占による高価格を避けるために公社のようなものを設立して独立採算制をとると， 料金価格は

Ｐ２（＝Ｐ２＝ＡＣ）まで下げることが出来る．またその準公共財サービスが，きわめて福祉性の強いも

のである時は，公共事業により料金価格をＰ４（＝Ｐ４＝ＭＣ）まで低下させる必要も起きてこよう。こ

Ｄ 第７図

価格ｐｚ

算価ｐ２

　　

Ｐ３

　　

Ｐ４

　　　

Ｄ

ＭＲ

　

Ｑ

１５
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の時にはＰ３Ｑ．Ｑ２Ｐ４なる損失（赤字）が発生する．これは行政負担分となる．場合によってはゼロ価

格で横軸にそったＯＤなる需要に応じることも必要である．

　

以上のことを本稿の問題意識にそって整理すると， 公共的なサービスを対象とした業務はスケー

ル・メリットを必要とし，これを民間業者に依存すると独占企業になる可能性が強く，価格は高く，
サービスの供給量も制約される．そこで公的な事業主体をもうけて，サービスの供給量を拡大して，
料金価格もＰｚ（又はＰ＞Ｐ２）ないしはＰ２，あるいはゼロなる二段階ないしはそれ以上の段階に分けて

料金制度をとる必要が出てくる． なぜなら公共財サービスと同じ対象物であっても， 一定量を超え

たもの， あるいは業務用のものは平均費用を加味し， 独立採算制とすることが必要である． ところ

が往々にしてこのようなものを地方自治体では公共財ないしは準公共財サービスと同じ取扱いをし

ていることは，税の浪費であり，公共の原理を著しくゆがめているばかりか，対象企業の指令には，
コスト低減のための企業努力をも失わせる結果にもなりかねない． 従ってこれらの料金には平均費

用も含めるべきである．

　

また準公共財とみなされうる市民文化会館のような場合の使用料は， 市民的行事に使用する場合

と利潤行為によるものとを明白に区別する必要がある． 利潤行為の場合には平均費用を基準とした

フル・コスト原則（Ｐ＝ａ（１＋ｒ））をとるべきである．ここでＰ＝価格，ａ＝平均費用，ｒ＝Ｍａｒｋｕｐｒａｔｅ

とする． 市民的行事の場合でも， それは選択的な使用であり， 公共財ではなく準公共財サービスに

入るから， 料金として限界費用分は必要である． すなわち準公共財サービスは限界費用分の料金を

負担することが望ましいといえる｛１）． 以上のことを整理すると第３， 第４表のようになる．

第３表

準公共財
サービス

第４表

準公共財サービ

スで一定量を超

えたもの、 又は

業務用のもの、
その他

公共財サービスではないが、受益者

にとっては公共財の２つの条件にか

かわるもの

料金は限界費用分を負担

（停め

・家庭用の水道、し尿、電力等の基本量

・市民サイドでの各会館の使用

・低頭所得者用市営住宅

・幼稚園、保育所、小中学校

独立採算制を採用

　

　

　　　　　　

　

　

ｐ＝価格

α＝平均費用

　　

＼

　

ゲ

　

ニＭａｒｋｕｐ

　

ｒａｔｅ

（ず列）一定量以上の水道、 し尿、

　　

電力、業務用の水道、し

　

等

　

・利益、趣味を目的とした

　　

種会館の使用

第３章 団地開発

　

第５， 第６表は北海道の生産および旭川市における各産業別雇用人口である． そのいずれも第２

次産業の純生産および人口が伸び悩み， 第１次産業の生産の伸びと人口が低下し， 第３次産業の人

口が急成長をとげている． すなわち第１次産業の人口の減少分が第３次産業にむかい， 他は札幌，
道外に流出しているということができよう． このように北海道および旭川市の第３次産業は， 第１

次， 第２次産業に依存していないという意味で底が浅い． すなわち経済の自立生がむずかしい状態

にある． このような状態の中から旭川市が自立するためには， 第１次産業と結びついた地場製造業

および内陸型工業の保護育成が必要である．

　

旭川市にも終戦直後までは農業と結びついた地場の製造業があった． 戦中は消費支出の切りつめ

もあり， それへの需要が少く， 従って企業もＳｃａｌｅ ｍｅｒｉｔをとることもなく， コスト高でも採算が

１６
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第５表

　

道内純生産（産業別）

３５年 ４０年 ４５年 ４８年

第‘１

　

次 １４１０億円（２２，０％） １５，６％ １３，６％ １２．９％

第

　

２．次 １８７０億円 （２９，２％） ２９，２％ ２６．９％ ２８．１％

第

　

３

　

次 ３２０１億円 （５０％） ５６，６％ ６０，９％ ６０，１％

第６表 産業別就業者増減数の推移

区

　　

分
就業者

総

　　

数

第 １ 次

産

　　

業

第

　

２

　

次

産

　　

業

第

　

３

　

次

産

　　

業
区分

就業者

総

　　

数

第 １ 次

産

　　

業

第

　

２

　

次

産

　　

業

第

　

３

　

次

産

　　

業
増加

数
Ｗ

３５～４０年

４０～４５年

４５～５０年

２０，４８５

１６・，３６６

５，７５４

乙

　

４，５５２

と

　

３，０５７

△

　

４，９１１

７，１１８

４，２３５

２，０８２

１７，９１９

１５，１８８

８，５８３

増
加
率
妙

１９．４

１３．Ｏ

４，Ｏ

と

　

１８．９

〈

　

１５，７

乙

　　

２９．８

２８，２

１３，１

５．７

３１．７

２０，４

９，６

注

　

△印は減少を示す 「自治研究」（旭川）ＶｏＬ２，１９７６，３

合った． 例えば第８図で示すように価格がＰ，と

　　

第８図

高くても需要に見合った生産量がｏｑ．であれば，
コストをａ．だけ上回ってい

－ると，本州資本を考慮

　　

本州資本の供給量

　　　

＼
、、

地場資本のコスト・カーブ

しなくても地場の個別企業は地元需要に見合った

　　　　　　　　　　

Ｐｚ

　　

＼

生産活動を行っていればよく， 生産性向上を特に

　　　　　　　　　　

Ｐ３ａヱ

　　

＼
、 輸入

意識することもなか た． しかし戦後の食糧加ェ

　　　　

Ｐ２

　　

ざ
、

製品およびその他第１次産品と結びついた加工製

品に対する需要増は， スケール。メリットのある

　　　　　　　　　　　　　　　　　

：道内の需要曲線

本州資本による価格Ｐ２でのｑ２なる製品移入を

　　　　　　　　

ｑ２

　　

０

　

ｑ，

　

ｑ２ｑ３
見たことにより， スケール・メリットをとり得な

い旭川の地場製造業は退出を余儀なくされて，その結果旭川市では第１次産品は地元で生産し，それ

を道外に販売し，道外で加工したものを再び旭川で購入するという方法をとっている．従ってこの状態

を続けていけば，第１次産業と結びついた地場製造業は北海道には永久に存立する余地はない。旭川

市が道北経済のリーダーとして自立するためには， まず第１に旭川市のＧＮＰを高めることであり，
そのためには地場資本の生産活動が短期的にはコスト高ではあっても， 近い将来において収益をあ

げる可能性を見出せる政策をとることが出来る場合には， 第１次産業と結びついた製造業を保護育

成していく必要がある。 そしてそのことが費用曲線を下方におし下げることが出来るならば， ある

いはコスト高であっても何らかの特色ある製品を作り出すことが出来るならば， 道内供給のみなら

ず道外ないしは外国への供給も可能になろう． そのためには， 旭川における工業団地の造成は必要

条件となる。 この場合， 行政の援助を待たず， すべて業者の自発的革新行為という資本主義の本来

的行動をとった当時の豊岡木工団地は， まれに見る好事例を提供している． 悪事例は木材業界であ

ろう． 木を切るのみで利益と結びつき， 好況期には買い占め売りおしみにより価格を騰貴させ， 不

況時には操短により高価格を維持するという旧態依然とした形態では地場資本としての住民の支持

は得られない． これも工業団地内で同業者との競争を深め， 何らかの加工と結びつき， 旭川市の経
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済的自立に寄与する産業として成長することが必要である． その他， 内陸型といわれる公害の少な

い精密機械， 電気機械等と結びつくことも重要であり， これは長野県が参考に
なる． これらのこと

が可能ならば， 工業団地内における個別企業の行動の集積が外部経済効果を示すこ
とになる．

　

今後の旭川市の福祉行政のためには多くの財源が必要とされ， その確保のためには， より高い旭

川のＧＮＰが必要とされる． 換言すれば， 中央当局に財源を依存しえなく
なった地方行政が， 一方

において福祉行政を政策のメルクマールとし， それを実行するためには， 他方では都市行政自体が

高度な経営能力を特った企業人として行動しなければならないということである．

　

この工業団地の造成は，過去におけるように国庫支出金と一般財源のみによる型は不可能で
あり，

開発者負担という形態をとることになろう． そしてそこに立地する個別企業は， 本来自らの
手でや

らなければならない外部経済形成を行政にまかせ， その行政による開発行為の受益者であるから，

立地企業は，原理的には，造成コスト十環境整備費（上下水道，公園，団
地内道路および集中暖房，

外燈）＋都市便益費（都市交通， 道路等）の価格をフル・コストで負担すべきである， しかし
なが

ら単純なフル・コスト原則を守るだけでは工業団地に新規参入又は移行する企業は出てこない． こ

の点で地方自治体は地場資本の保護育成のための徹底した政策が必要であろう二

　

また団地造成， 都市再開発等により， その地点（第９図Ａ， Ｂ， Ｃ点）の地価だ
けが上昇するの

ではなく， 便宣はその周辺にまでおよび， 従って地価上昇も周辺部にまでお
よぶ（第１０図）． すな

わち開発利益の波及効果が示される． それ故， 特別な場合をのぞいては， 固定資産税の減
税は負担

の公平の面から不合理なものとなる． 地方都市が独立（分権化）の方向にむかうためにはこ
のこと

は基礎的前提になる．それにもかかわらず最近の自治体では，
固定資産税の減税を政策目標の１つ

においているが， このことは地方自治体が財政赤字の中において経済的自立をはかる
方向に逆行す

るものである．

第ｌｏ図

　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環境整備費／ｆ 「

　

ｒ

都市便益費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土地造成費

　　　　　　　　　　　　　　　

素 地 価 格

←住←

　

都 → 住→

　

農←住 ←商→住→農
宅

　　　　　

宅

　　

地

　

宅

　　

業

　　

宅
地

　　

心

　　

地

　　

８

　　

地

　　

地

　　

地

　　

地

農地８

や
が
て
住宅

地
へ

（高寄モデル）

　

第４章

　

旭川市財政改革のための料金・価格モデル

　

さて以上で理論的に述べてきた各種料金ないしは価格をまとめると第１１図のようになる．ここで

外部経済は内部経済を基礎に持つという意味で一応対象外とする．この図を高寄モデル（第１２図）

を参照にしながら整理すると第１３図のようになる．これに各種料金・価格を具体的にはめ込んだも

のが， ここにおける財政改革案であり第７表として示される．

１８

都
市
Ｂ

商
業
地
Ｃ
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第１１図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１３図 「高寄モデルの応用」

独立算採制

　　　　　　　　　　　　　　　　

公共又は準公共

　

選択的基礎的な

（受益者負担）

　　　　　　　　　　　　　　

財のサービスの一 範囲を超えると思

　　　　　　　　　　　　　　　　　

定量を超えたもの

　　

われる準公共財のサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ービス
除不可能性と
消費の集団ィ 準公共財の

独

　

立

　

採

　

算

　

制

サービス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｆｕｌｌｃｏｓｔｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ
公共財の
サービス 必需的，基礎的

　　　　

選択的．基礎的公共
準公共財サービ

　　

財のサービス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開発利益等に応じ

第１２一モ
ニ
ー

　　

ス
謬 著菱響き

水準

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

応じる

分譲住宅

　　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　

第１４図
宅地・市民会館

　

与

　　　

Ｘ
ホール・観光バス

姿
か

　

遥
定量契上水

　　　　　　　　

私的部門

幼稚園・保育所
交

　　

通

　　　　　　

～

　　　　　　　

　
　公営住宅

上水道の基本量
登

　　

家庭用ゴミ・し尿
藻
褒

　

小．中学校

　
　
　

Ｘｚ

非採算ベース

　

結びにかえて一選択の問題一

　

住民参加が政策の中心の１つである場合， 最終的な政策決定は市民がおこなうのでなければ， ど

のような良い政策であっても行政に悪用される結果になりかねない． 旭川市の場合， これがおろそ

かにされてきたきらいが強い．

　

今，例えば財×，を市民文化会館，Ｘ２を上下水道とし，市民による選択の順位をあらわす指導をＬ，
１２， ……とすると

　

１，；Ｆ（Ｘ，， Ｘ２）

　

１２＝Ｆ（Ｘ．， Ｘ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１３）

というように各市民がそれぞれの無差別曲線を持つ（第１４図），

　

この無差別曲線の性質は第１３式を微分して求められる．
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Ｆ，ｄｘ．十Ｆ２ｄｘ２＝０

第１４式より

密－琵＜ｏ

（１４）

（１５）

なる故， 右下りの勾配を持つ．

　

ここでＹ＝財政規模，Ｐ，＝×．の価格，Ｘ，をその購入量，Ｐ２＝Ｘ２の価格，Ｘ２をその購入量とすると

第

　

７ 表

（公共又は準公共サービスの一定量を超えたもの＝独

立採算制）ｆｕｌｌｃｏｓｔｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ

　

．家庭用基本量を超えたもの（上水道、 ゴミ、 し尿、

　

電力等）

，業務用（上下、 ゴミ、し尿、電力）

・市営葬儀使用料

・火葬場使用料

・下水道事業

・測溝改良負担金

公的

（選択的・基礎的な範囲を超えると思われる準公共財

サービス＝独立採算制）・ｆｕｌｌｃｏｓｔｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ．

．市営住宅

・分譲住宅団地

・分譲工業団地

・業務サイドでの各会館使用

．木工芸指導所の機械使用

．都市公通の観光バス

移動トイレ

・広告料（広報）

私的

・生存権にかかわる

・家庭用基本量（上水道、 ゴ 基礎的医療と予防

ミ、
．し尿、電力等）

　　　　　　

飾り、 人口腎蔵、
・食肉センター使用料

　　　　　

予防接種等）

．小、中学校の授業料

　　　　

・予供用（博物館、
・消毒手数料

　　　　　　　　　　

青少年科学館、動

・町内外燈

　　　　　　　　　　　

物園、 市営プール、
市営スケートリン

ク等）

（準公共財サービス＝料金

　　　

（公共財サービス

は限界費用）

　　　　　　　　　　

＝無料）

必需的・基礎的サービス

Ｖ

選択的・基礎的準公共財のサービス使用料

所得水準に応じるもの

幼稚園、高校、福祉住宅、保
育所

開発利益に応じるもの

固定資産税、貸地、基地、道路占用使用料

市民行事としての各会館その他の使用＝限界費用

児童会館、

　

祉センター、神楽会館、母と子の家、労

働会館、体育館、婦人会館、文化会館、茶室、公園、
硬式野球場、テニス・コート等

大人の入場料

博物館、青少年科学館、市営プール、市営スケートリ

ンク、動物園等

その他＝限界費用

空港、ガン検、計量器、木材加工手数料、地下道、地下鉄

・原動機付自転車標識再交付・自動車臨時運行許可、

　

自動車関連税

．・築確認、許可、開発行為許可申請等、優良住宅認

・入学検定、消防手数料、督促手数料、大鑑札再交付

都市交通＝限界費用
ノぐス
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（１６）Ｙ ＝Ｐ，ｘ，十Ｐｚ又２

　

　

　　

　　

　　
　　

　

　

　　

Ｐ，

　

Ｐ２

に で 矛は所与の財政規模で×・のみを購入した時の購入量，孟 は×のみを購入した時の購入量
である． 従って第１５図のようになる （ＬＭ＝ＰｒｉｃｅＬｉｎｅ）．

この直鞠ま雛テー占／－表－会なるゆぇ，右下りである．この２っの図を合わせると第１６図のよう

になる．限界効用均等の法則からＱ１献ぉぃて暑 会 が成立する．しかし現実‘こは１，，たのほから

１３，１４……をとるさまざまな市民が存在する．その市民がどのような政策を選択するかということが

住民参加にとって欠くべからざることである．それにもかかわらず行政は住民参加をうたいながら，
政策実行の際，複数の対象物を市民に提示して市民による選択に待たなかったことに対する市民か

らの批判は大きい． この点に今後十分注意しなければならない注２）

第１５図 第１６図

　
　　
　　　　　

　　

　

　

　　　　　　　

　　　

＼ －－ミー
も‐エ

　　　　　　　　　　　

　　　　　

注．）

　　

限覆瓢釜盲

　　　

ＭＣ
Ｐ２

Ｐｉ

ｏ

　　　　

ｑｚ

　　　　

ｑ２

　　　　　　　　

使用量ｑ

注２）

　

旭川市は財政赤字の中で新しい財政政策の方向を模索している． 本稿は， 旭川市の依頼をうけて財政改革

案のために作成したモデルである，具体的な各種使用料金の改革案は， 市自治センターの渡辺氏が作成した， な

お資料蒐集にあたって市企画部主幹斉藤正昭氏と自治センター主査南忠男氏からいただいた御協力に心から感謝

するしだいである．

２１



亀畑義彦：地方財政改革についての一考察

　　　　　　　　　　　

参

　

考

　

文

　

献

今井， 宇沢「価格理論」１

　

岩波書店

小宮他２名「価格理論」１１

　

岩波書店

久武， 巽「価格理論」

　

春秋社

神戸市行行財政制度調査会報告書（昭和５０年度）

高寄昇三，「都市財政と費用負担」『現代経済』（１９）１５９一１７３頁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（本学助教授・旭川分校）

２２


